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導入促進基本計画 

 

１ 先端設備等の導入の促進の目標 

（１）地域の人口構造、産業構造及び中小企業者の実態等 

  七尾市は、能登半島の中央に位置し、天然の良港として栄えてきた七尾港を海の

玄関口とし、古代より能登の政治・経済・文化の中心地として発展を続けてきた。 

  渚のいで湯として全国的に有名で、開湯 1200 年を迎えた和倉温泉や様々なリゾ

ート施設を有する能登島などの観光資源、長い歴史に培われた伝統工芸などの産業

資源、豊かな自然や風土に育まれた農林水産資源など、多くの地域資源に恵まれて

いる。 

 

  令和 6 年 1 月 1 日午後 4 時 10 分に発生した令和６年能登半島地震（以下、「震

災」という。）では、七尾市で震度 6強を観測し、死者を含む人的被害や、市内各地

で住宅、道路、電気や水道などのライフラインに甚大な被害を受けた。現在、その

復旧・復興に全力をあげた取り組みが行われている。 

 

  市内人口は、平成 16 年 10 月の旧七尾市、田鶴浜町、中島町、能登島町の 1 市 3

町の合併時には約 61,000 人だったが、少子高齢化の急速な進行と震災の影響など

により、現在は約 46,000 人にまで減少している。 

 

  近年の市内産業を取り巻く現状としては、事業所数、従業員数の減少も相まって、

卸売業や小売業などの年間販売額の減少による商業の衰退、製造出荷額の減少によ

る製造業全体の規模縮小など、経済活力の低下が深刻化している。さらに、人手不

足、物価高騰に加え震災が追い打ちをかけており、この現状を放置すると長い歴史

を経て形成された市内の産業基盤が失われかねない状況である。 

 

  このような中、震災からの再建を目指す事業者への支援や起業・創業や事業承継

の支援、さらにＵ・Ｉ・Ｊターンなどの契機を創出し地域経済の活性化を図るとと

もに、中小企業の生産性を向上させるための設備投資を後押し、事業基盤の構築及

び持続的発展を支援していく必要がある。 

 

（２）目標 

  中小企業等経営強化法第４９条第１項の規定に基づく導入促進基本計画を策定

し、中小企業者の先端設備等の導入を促すことで、能登地域の中核都市として更に

経済発展していくことを目指す。これを実現するための目標として、計画期間中に

２０件程度の先端設備等導入計画の認定を目標とする。 

  



 

（３）労働生産性に関する目標 

  先端設備等導入計画を認定した事業者の労働生産性（中小企業等の経営強化に関

する基本方針に定めるものをいう。）が年率３％以上向上することを目標とする。 

 

２ 先端設備等の種類 

  本市の産業は、農林水産業、製造業、サービス業と多岐に渡り、多様な業種が七

尾市内の経済、雇用を支えているため、これらの産業で広く事業者の生産性向上を

実現する必要がある。したがって、多様な産業の多様な設備投資を支援する観点か

ら、本計画において対象とする設備は、中小企業等経営強化法施行規則第７条第１

項に定める先端設備等全てとする。 

 

３ 先端設備等の導入の促進の内容に関する事項 

（１）対象地域 

  本計画の対象地域は、区域に偏りなく広く中小企業の生産性向上を実現するため、

市内全域とする。 

 

（２）対象業種・事業 

  本市の産業は、農林水産業、製造業、サービス業と多岐に渡り、多様な業種が市

内の経済、雇用を支えているため、これらの産業で広く事業者の生産性向上を実現

する必要がある。しかしながら、近年、設備投資の著しい太陽光発電事業をはじめ

とする再生可能エネルギー発電事業に関しては、経済波及効果が雇用に結びつくこ

とが少なく、産業集積等の効果も希薄である。このため、本計画において対象とす

る業種は、再生可能エネルギー発電事業を除いた全業種とする。 

  なお、この場合における再生可能エネルギー発電事業とは、「再生可能エネルギ

ー電気の利用の促進に関する特別措置法（平成 23 年法律第 108 号）」第９条第１項

に規定する「再生可能エネルギー発電事業」（同法第２条第３項第１号から６号に

規定する全ての「再生可能エネルギー源」を含む。）を指す。 

  生産性向上に向けた事業者の取組みは、新商品の開発、自動化の推進、ＩＴ導入

による業務効率化、省エネの推進、市町村の枠を超えた海外市場等を見据えた連携

等、多様である。したがって、本計画においては、労働生産性が年率３％以上に資

すると見込まれる事業であれば、幅広い事業を対象とする。 

 

４ 計画期間 

（１）導入促進基本計画の計画期間 

  国が同意した日から２年間（令和７年４月１日～令和９年３月３１日）とする。 

 

（２）先端設備等導入計画の計画期間 

  ３年間、４年間又は５年間とする。 



 

５ 先端設備等の導入の促進に当たって配慮すべき事項 

  人員削減を目的とした取組みを先端設備等導入計画の認定の対象としない等、雇

用の安定に配慮する。 

  公序良俗に反する取組みや反社会的勢力との関係が認められるものについては、

先端設備等導入計画の認定の対象としない等、健全な地域経済の発展に配慮する。 

 


